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船舶事故調査報告書 

 

                             平成２８年１月２１日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  庄 司 邦 昭（部会長） 

                         委   員  小須田   敏 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 衝突 

発生日時 平成２７年５月１０日 ０４時５０分ごろ 

発生場所 福岡県福岡市博多港 

博多港西防波堤北灯台から真方位２６８°１,９００ｍ付近 

 （概位 北緯３３°３７.１′ 東経１３０°２１.７′） 

事故の概要 漁船保
やす

栄
えい

丸は、北進中、プレジャーボートなぎさは、西進中、両船

が衝突した。 

 なぎさは、船長及び知人１人が負傷したほか、船体に圧壊を生じ、

また、保栄丸は、船体に亀裂を生じた。 

事故調査の経過  平成２７年５月１１日、本事故の調査を担当する主管調査官（門司

事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ 漁船 保栄丸、４.８６トン 

   ＦＯ３－２９８０１（漁船登録番号）、個人所有 

   １０.８３ｍ（Lr）×２.５３ｍ×０.８１ｍ、ＦＲＰ 

   ディーゼル機関、１１８.００kＷ、昭和５６年３月２６日 

   第２９２－１８１４７号（船舶検査済票の番号） 

Ｂ プレジャーボート なぎさ、５トン未満 

   ２９０－２４６８８福岡、個人所有 

   ６.２８ｍ（Lr）×２.２４ｍ×０.９５ｍ、ＦＲＰ 

   ガソリン機関、６６.２kＷ、昭和５９年３月 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ 男性 ８０歳 

   一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免許登録日  昭和５３年１０月１３日 

    免許証交付日 平成２３年４月４日 

           （平成２８年１２月５日まで有効） 

Ｂ 船長Ｂ 男性 ８１歳 

   二級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免許登録日  昭和５６年４月３０日 

    免許証交付日 平成２６年１２月２日 

           （平成３２年５月１１日まで有効） 

 死傷者等 Ａ なし 
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Ｂ 軽傷 ２人（船長Ｂ及び知人） 

 損傷 Ａ 右舷船首部に亀裂 

Ｂ 船首部に圧壊 

 気象・海象 

 

気象：天気 晴れ、風向 北北西、風力 ２、視界 良好 

海象：海上 平穏 

日出時刻：０５時２２分ごろ 

 事故の経過 Ａ船は、船長Ａが１人で乗り組み、平成２７年５月１０日０４時３

５分ごろ法定灯火を表示して福岡市伊崎船溜
だ

まりから出航し、約７ノ

ット（kn）の速力（対地速力、以下同じ。）で手動操舵により漁場に

向けて北進した。 

船長Ａは、操舵室内前部の両舷角の窓枠（幅約５０cm）により死角

を生じていたものの、左舷方については錨泊船が博多港に入航する時

間であると思い、時折、操縦室の左舷側のガラス窓から見張りをして

いたが、右舷方については中央航路付近までは距離があるので、接近

する他船はいないと思い、操縦室の右舷側のガラス窓から顔を出すな

どの死角を補う見張りを行っていなかった。（写真１参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真１ Ａ船の右舷側のガラス窓の状況 

Ａ船は、船長Ａが、右舷船首方に他船のエンジン音を聞き、右舷側

のガラス窓から見るとＢ船が迫って来たので全速力後進としたが、０

４時５０分ごろＡ船の右舷船首部とＢ船船首部とが衝突した。 

Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、知人（以下「同乗者」とい

う。）１人を乗せ、０４時４５分ごろ法定灯火を表示して福岡市箱崎

船溜まりから出航し、博多港西防波堤を通過して中央航路を横切り、

約１９knの速力で手動操舵により釣り場に向けて西進した。 

船長Ｂは、左舷側の窓付近に腰を掛けている同乗者と話し込みなが

ら航行中、衝撃でＡ船と衝突したことに気付いた。 

両船は、衝突後、互いに状況を確認し、自力で各出航地に帰った。 

船長Ｂ及び同乗者は、入港後、救急車により病院に搬送され、船長

Ｂは眼窩
が ん か

底骨折、同乗者は右膝蓋
しつがい

骨骨折等とそれぞれ診断された。 

（付図１ 事故発生経過概略図 参照） 

 

約５０ｃｍ 

アクリル板 

ガラス窓 
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 その他の事項 

 

Ａ船は、レーダーを装備していなかった。 

船長Ａは、ふだん、操縦室の両舷のガラス窓から顔を出して両舷の

死角を補う見張りを行っていた。 

船長Ｂは、ふだん左舷側の窓から左舷方の見張りを行っていたが、

右舷前方に１隻が錨泊していた以外に他船を見掛けなかったので、前

方に他船がいないものと思い、左方の見張りを妨げていた同乗者を窓

付近から移動させずに話し込んでいた。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ あり、Ｂ あり 

Ａ あり、Ｂ なし 

Ａ なし、Ｂ なし 

 Ａ船は、博多港を北進中、船長Ａが、右舷方から接近する他船はい

ないものと思い、右舷方の死角を補う見張りを適切に行っていなかっ

たことから、右舷方から接近するＢ船に気付くのが遅れてＢ船と衝突

したものと考えられる。 

 船長Ａは、中央航路付近までは距離があるので、右舷方から接近す

る他船はいないと思ったものと考えられる。 

 Ｂ船は、博多港を西進中、船長Ｂが、左舷側の窓付近に腰を掛けた

同乗者と話し込み、左舷方の見張りを適切に行っていなかったことか

ら、Ａ船に気付かずに航行してＡ船と衝突したものと考えられる。 

 船長Ｂは、右舷前方に１隻が錨泊していた以外に他船を見掛けなか

ったことから、前方に他船がいないと思ったものと考えられる。 

原因  本事故は、日出前の薄明時、博多港において、Ａ船が北進中、Ｂ船

が西進中、船長Ａが、右舷方から接近する他船はいないものと思い、

右舷方の死角を補う見張りを適切に行っていなかったため、右舷方か

ら接近するＢ船に気付くのが遅れ、また、船長Ｂが、左舷側の窓付近

に腰を掛けた同乗者と話し込み、左舷方の見張りを適切に行っていな

かったため、Ａ船に気付かずに航行し、両船が衝突したことにより発

生したものと考えられる。 

参考  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・常時周囲の見張りを適切に行うこと。 
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付図１ 事故発生経過概略図 

事故発生場所 

（平成２７年５月１０日 ０４時５０分ごろ発生） 
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